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第４５回近畿高等学校総合文化祭 救護対策方針 

 

 

１ 趣旨 

 この方針は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭における大会参加者等の安全確保、健康保持に努

めるため、各開催会場に救護所を設置し、救護係を配置することで参加者等の不測の事態に備え

るものとする。 

 

２ 救護組織 

（１）救護所の設置 

   各開催会場に救護所を設置します。 

（２）救護係の配置 

   各開催会場に救護係を配置するほか、一部会場には看護師も配置します。 

 

３ 救護所の設置場所と機関 

  各会場の救護設備の整った場所、またはこれに準じた場所を救護所として設置し、原則とし

て生徒が関係する各会場の準備開始日から大会終了、片付け撤収等がすべて終了するまでを設

置期間とします。 

 

４ 救護係等の業務 ※【別表１】参照 

（１）傷病者への対応は、基本的に救護係が行います。 

（２）会場内で発生した傷病者に対して、救護所の案内を行います。利用があった場合は「救護

所利用記録用紙」（様式１）に必要事項を記入します。 

（３）（１）（２）以外の場合は、次のとおりとします。 

  ①緊急の場合は、救急車の要請及び大会本部への連絡を行います。 

  ②緊急でない場合は、医療機関情報検索システム「医療情報ネット（ナビイ）」により医療機

関を紹介します。 

   ※①、②の場合、「救護報告用紙」（様式２）に必要事項を記入します。 

（４）部門大会終了後、各部門は「救護所利用記録用紙」（様式１）及び「救護報告用紙」（様式

２）を第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会に提出することします。 

（５）各会場の AED の設置場所を確認することとします。 

 

５ 引率教職員の業務 

（１）引率教職員は、引率する生徒の健康状況を把握し、救護係や医療機関に対して、当該生徒

のアレルギーや既往症の有無等について正確に伝えられるようにすることとします。 

（２）生徒が医療機関を利用する場合は、引率教職員または代理の教職員が同行し、経過・対応

及び処置状況を、事後速やかに救護係または部門担当者に連絡することします。 
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医療救護体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷病者発生 

【別表１】 

救護所に連絡 

救護所で対応する 救護所で対応できない場合 

緊急でない場合 緊急の場合 ・救護係による対応 
・休養場所提供 
 
     ↓ 
「救護所利用記録用紙」
（様式１）に記入 ★医療機関を紹介 

医療ネット（ナビイ）
により医療機関等を紹
介する。 
         ↓ 
「救護所利用記録用紙」
（様式１） 
救護報告用紙（様式２） 
に記入 

★救急車の出動要請 
１１９ 

★大会本部への連絡 
         ↓ 
「救護所利用記録用紙」
（様式１） 
救護報告用紙（様式２） 
に記入 

引率教職員が同行する 

医療機関へ 救急病院へ 

※事後速やかに救護係または部門担当者に報告すること 

医療情報ネット（ナビイ） 
二次元コード 
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第４５回近畿高等学校総合文化祭 災害対策方針 

 

 

１ 第 45 回近畿高等学校総合文化祭各部門開催にあたり、災害等が発生または災害等の発生が予

測される場合、第 45 回近畿高等学校総合文化祭企画委員会（以下、「企画委員会」という。）委

員⾧は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭検討委員会（以下、「検討委員会」という。）及び第 45

回近畿高等学校総合文化祭部門開催検討委員会（以下、「部門検討委員会」という。）を設置す

る。 

 

２ 検討委員会および部門検討委員会は、報道等による災害等の状況の確認、交通機関の運行状

況の確認、気象情報等の情報を収集し、関係する部門の部会⾧および部会代表理事と緊密に連

携しつつ、各文化祭の各行事の開催または中止の方針原案を作成する。 

 

３ 企画委員会委員⾧は、検討委員会の原案を参考に本文化祭の各行事の開催または中止を決定

する。 

 

４ 検討委員会は委員⾧、副委員⾧、委員をもって組織する。 

（１）委員⾧は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会委員⾧をもって充てる。 

（２）副委員⾧は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会事務局⾧をもって充てる。 

（３）委員は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会事務局次⾧をもって充てる。 

 

５ 検討委員会委員⾧は、検討委員会を統括し、会議を招集する。検討委員会副委員⾧は、委員

⾧に事故あるときはその職務を代行する。 

 

６ 検討委員会の庶務は第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会事務局において処理

する。 

 

７ 部門検討委員会は委員⾧、副委員⾧をもって組織する。 

（１）委員⾧は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会各部門委員⾧をもって充て

る。 

（２）副委員⾧は、第 45 回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会各部門代表理事をもって充

てる。 

 

８ 検討委員会等に関係する業務の流れは「災害等への対策に係る検討委員会等に関する業務の

流れ」【別表２】のとおりとする。 
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【別表２】 

 

災害等への対策に係る検討委員会等に関する業務の流れ 

 

【各行事前日】 

 

 

 

（総合開会行事、全部門に関わる事態）    （各部門大会に関わる事態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害等が発生または災害等の発生が予測される場合（暴風警報等） 

 

・報道等による災害等の状況確認 

・交通機関の運行状況の確認 

・気象情報等の情報収集 

 

・報道等による災害等の状況確認 

・交通機関の運行状況の確認 

・気象情報等の情報収集 

検討委員会 部門検討委員会 
連絡 

調整 

開催または中止の原案作成 

企画委員会委員長が開催または中止を決定（午後７時までに） 

 

以下の方法で参加者等へ速やかに連絡 

・大会ホームページへの掲載 

・関係機関等への連絡 

 

以下の方法で部門参加者等へ速やかに連絡 

・関係機関等への連絡 

・会場等への連絡 

検討委員会 部門検討委員会 

連絡 
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【各行事当日】 

 

 

 

（総合開会行事、全部門に関わる事態）    （各部門大会に関わる事態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催を決定したが、参加できない場合は、速やかに各府県高等学校（芸術）文化連

盟または参加校より大会本部（0857-26-7764（携帯電話：080-1932-7788））に連絡す

ること。 

 

 

  

災害等が発生または災害等の発生が予測される場合（暴風警報等） 

 

・報道等による災害等の状況確認 

・交通機関の運行状況の確認 

・気象情報等の情報収集 

 

・報道等による災害等の状況確認 

・交通機関の運行状況の確認 

・気象情報等の情報収集 

検討委員会 部門検討委員会 
連絡 

調整 

開催または中止の原案作成 

企画委員会委員長が開催または中止を決定（午前６時までに） 

 

以下の方法で参加者等へ速やかに連絡 

・大会ホームページへの掲載 

・関係機関等への連絡 

 

以下の方法で部門参加者等へ速やかに連絡 

・関係機関等への連絡 

・会場等への連絡 

検討委員会 部門検討委員会 

連絡 
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【各行事開催期間中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害等の発生（地震等） 

企画委員会委員長 

第 45 回近畿高等学校総合文化祭開催検討委員会 

（情報収集） （報告） （情報収集） 

各開催部門 

消
防
・
警
察 

病
院 

・報道等による災害等の状況確認 

・交通機関の運行状況の確認 

・気象情報等の情報収集 

・大会ホームページに情報を掲載 

（URL）https://kinkisoubun-tottori2025.jp/ 

・関係する鳥取県各部門委員長、各部会代表理事へ電話連絡 

・関係機関等への連絡 

 

部門開催計画および中止の原案作成 

↓ 

企画委員会委員長に報告 

↓ 

企画委員会委員長が開催または計画変更、中止を決定 
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（様式１）

＜記入例＞

月日 府県名・部門名 学校名 学年 名前 利用時間 記入者

11月15日 鳥取県・総合開会行事 ○○高等学校 1 鳥取　太郎 １３：００～１４：００ 鳥取　花子

月日 府県名・部門名 学校名 学年 名前 利用時間 記入者

１１月　　日

月日 府県名・部門名 学校名 学年 名前 利用時間 記入者

１１月　　日

月日 府県名・部門名 学校名 学年 名前 利用時間 記入者

１１月　　日

月日 府県名・部門名 学校名 学年 名前 利用時間 記入者

１１月　　日

月日 府県名・部門名 学校名 学年 名前 利用時間 記入者

１１月　　日

対応内容

救護所利用記録用紙

対応内容
気分不快のため、しばらく安静をとった。

会場名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対応内容

対応内容

対応内容

対応内容
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（様式２）

部　門　名：

報告者氏名：

報告日時

府県名
学校名
電話番号

引率教員名

医療機関
搬送後の
報告

救護報告用紙

受診日時：　　　　月　　　　　日（　　　　）　　　　　　：
健康保険証：　　有　　・　　無

（ふりがな）

傷病者名 傷病者の区分
（○を付ける）

・参加生徒（　　年）
・運営生徒（　　年）
・引率教員
・その他（　　　　　　）

令和７年１１月　　日（　　）　AM　・　PM　　　時　　　分

《注意事項》　１　救急車を出動要請した場合は、直ちに大会本部（0857-26-7764(携帯電話：080-1932-7788)）に連絡
　　　　　　　　　すること。
　　　　　　　２　医療機関を利用する場合は、引率教員もしくは代理の教員が同行し、事後速やかに救護係に報告する
　　　　　　　　　こと。
　　　　　　　３　部門大会全日程終了後、部門担当者は「救護所利用記録用紙」（様式１）と併せて実行委員会事務局
　　　　　　　　　に提出して下さい。

　（　　　　　　）　　　　　　―

連絡先（携帯番号等）

症状

傷病発生場所：　　会場　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　）

対応内容

　　　　　　　　医療機関名
医療機関紹介：

　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　要請時刻（　　　　：　　　　　）
救急車出動要請：搬出先医療機関名

　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　　　　　　）
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【別紙１】 

医療情報ネット（ナビイ）ホームページ 

URL  https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=31 

 

 医療情報ネット（ナビイ）二次元コード 
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【別紙２】 

緊急時の対応について（参加者の皆様へ） 

 

１ 健康（体調）管理に十分気をつけてください。 

 

 

 

 

２ 貴重品・手荷物は自己管理してください。 

 

３ 自然災害に備えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 連絡手段等 

（１）「第４５回近畿高等学校総合文化祭鳥取大会」公式ホームページへの情報掲載 

 

 

 

 

 

（２）緊急連絡先 

   0857-26-7764（携帯電話：080-1932-7788）（大会本部まで） 

Ⅰ 大会参加にあたっての留意事項 

（１）体調を十分に整えて参加してください。 

（２）日頃服用している薬は、必ず持参してください。 

（３）引率者は、参加生徒の健康状態を把握しておいてください。 

    ※特にアレルギー、心臓疾患等の症状など 

（４）医療機関での受診費用は、実行委員会で負担できません。なお、健康保険証がない場合

は、医療費全額が実費負担となる場合があります。 

（１）注意報、警報等の気象情報については、テレビ、ラジオ、携帯電話等で早めに把握してお

いてください。 

（２）災害時の安否確認 

    地震等の大きな災害発生時に、被災地等への安否確認のため、下記のサービスが利用

できます。詳しくは各電話会社に確認してください。 

    ①災害用伝言板サービス（携帯電話） 

     携帯電話会社各社より提供されています。 

    ②災害用伝言ダイヤル「１７１」（一般電話、公衆電話、携帯電話） 

     NTT より提供されています。 URL : https://www.ntt-west.co.jp/dengon/ 

Ⅱ 緊急時の連絡体制等 

大会公式ホームページ（https://kinkisoubun-tottori2025.jp/）に接続し、 

トップページの「お知らせ」から情報を入手してください。 

 

→          で検索        大会公式ホームページ二次元コード 

 

近総文鳥取大会 
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２ 開催計画変更時の対応 

 

当日の部門大会 

開始時刻が 

繰り下げの場合 

宿舎または自宅

にいる場合 

①部門大会開催情報が更新されるまでは、原則として、

宿舎または自宅で待機してください。 

②警報等が解除され、当日の開催を決定した時点で、公

式ホームページ等で連絡します。 

移動中の場合 基本、宿舎または自宅に戻ることとしますが、移動の状

況により、引率者が判断してください。 

会場にいる場合 部門担当者の指示に従い、速やかに行動してください。 

当日の部門大会終了時刻の繰り上げが

決定された場合 

部門担当者の指示に従い、速やかに行動してください。

  

当日の部門大会が開催中止となった場

合 

連絡があるまで、宿舎または自宅で待機してください。

開催会場は、原則として開場しません。 

※当日の部門大会開催情報は随時更新されますので、公式ホームページの「お知らせ」等、最 

新情報の入手に努めてください。 

 

３ 医療救護体制 

（１）会場における救護  

    各会場には救護係および看護師を配置し、体調不良や軽度なけがをした参加者等に対して

応急処置を行います。 

（２）宿舎等での対応 

    宿舎等で傷病者が発生した場合、引率者は必要に応じ、救急車の出動要請や医療機関での

受診等を行うようにしてください。いずれの場合も引率者は必ず同行してください。 

    ※軽度の傷病を除き、部門担当者への連絡をお願いします。 

（３）医療機関の検索 

医療機関については、「医療情報ネット（ナビイ）」 

URL  https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=31 

で検索できます。               医療情報ネット（ナビイ）二次元コード 

（４）医療機関受診後の報告 

   医療機関受診後は、救護係または部門担当者へ診察結果の報告を 

お願いします。 

 

４ 不審者、不審物への対応 

   不審者、不審物を発見した場合は、直ちに近くの運営スタッフにお知らせください。身の安 

全を第一に考えて行動し、不審者に対しては無理に立ち向かおうとせず、危険を感じた場合は大

声で助けを呼んでください。 

   また、不審物には触れないようにお願いします。 
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